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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行することが、取引先や社会からの信頼を確保し、
企業価値の増大を通じて株主に対する責任を果たしていく上で重要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると認識し
ております。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の「意思決定」、「業務執行」の分離を明確にし、取締役会ほか当社の各組織・
職位の分掌、権限及び責任を社内諸規程で明確に定め、社内諸規程を遵守すること、絶えず経営管理制度と組織、仕組みの見直しと改善に努力
することにより、企業経営の透明性と健全性を維持することであります。

また、社外取締役を設置し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガ
バナンスを強化・充実を図っております。

さらに、監査役監査及び内部監査を強化することにより、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行に対する監視機能を高めることもコ
ーポレート・ガバナンスの基本的な取り組みとして重要と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則３－1③サステナビリティについての取組みの開示】

気候変動に係るリスクを含む環境問題は重要な社会課題であると認識しており、当社としての取り組み方針や情報開示の在り方について引き続

き検討を進めています。

なお、現状のサステナビリティについての取組みや、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響は、３．ステー
クホルダーの立場の尊重に係る取組み状況　環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施　サステナビリティについての取組み　に記載のとおりでありま
す。

【補充原則４－１②取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの 中期経営計画】

当社は、金融市場の動向を中期的に予想することが困難であり、中期経営計画については開示しておりません。また、当社事業と関連性の高い
金融市場の動向を通期で、想定するのは難しく、当社グループの業績を合理的な算定を行なうことが困難であるため、業績予想を開示しておりま
せん。

【補充原則４－11 ③ 取締役会の実効性についての分析・評価】

当社は、2022 年6月23 日開催の株主総会で、社外取締役を4名体制としたことにより、2名の独立社外監査役と合わせて、取締役

と監査役合計の役員10名中6名が独立社外役員となりました。構成割合は6割以上することにより、独立社外役員の意見を反映した議事運営を行
ない、より取締役会の実効性を高めてまいります。取締役会の実効性の評価については、6名の独立社外役員の意見を参考に、検討いたします。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、金融市場の動向を中期的に予想することが困難であり、収益計画や資本政策の基本的な方針については開示しておりませんが、株主総
会開催日の経営近況報告会や毎四半期・通期の決算説明会では、当社グループの事業内容、最近の経営状況、今後の戦略と施策などについて
説明を行い、その動画をホームページに掲載しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則１－２④議決権電子行使の環境作りと招集通知の英訳】

当社は、2020年6月開催の定時株主総会から議決権の電子行使を実施しております。株主総会召集ご通知の英訳は、2022年6月開催の定時株
主総会招集通知から英語での開示・提供を実施しております。また、機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームの利用も2022年6月開催
の定時株主総会から実施しております。

【原則1-4.いわゆる政策保有株式】

当社は、政策保有株式としての上場株式は保有しておりません。また、政策保有株式を保有していないため、政策保有株式の議決権の行使に関
しましては特段の基準を設けておりません。今後も原則として保有しない方針でありますが、保有する場合、保有の目的が達せされ、企業価値向
上に寄与するよう、取締役会によって審議の上で議決権行使基準を策定いたします。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社は、「関連当事者取引管理規程」において、関連当事者取引の該当性確認を行い、関連当事者取引の決裁を一定条件未満のものと除き、取
締役会の承認を得るものとすること、取締役会等の関連当事者取引の可否の判断基準などを定めております。新たに関連当事者に該当する者と
売上取引を開始する場合には、各部門から新規取引申請書を管理部に提出し、その取引の合理性および取引条件の妥当性等を確認のうえ、取
締役会等で承認を得ます。また、新規の費用取引については、関連当事者取引であるか否かを管理部がチェックし、関連当事者取引であれば、
取締役会等で承認を得ます。

既存の継続中の関連当事者取引については、売上の都度、業務システムで部門長及び管理部長の承認を得ます。また、管理部において、取引



合計額の集計・管理を行なっています。また、継続的な関連当事者取引は、1年間の実績と見込を取締役会へ報告、承認を受けることとしています
。

【補充原則２－４①女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

当社では、女性の活躍に向けて、仕事と家庭との両立を目的とした職場環境の整備、育児及び介護による休暇・休業や育児を行う者の短時間勤
務などの制度の普及・充実に努めております。

また、女性の管理職への登用を行っており、管理職の多くは中途採用者であります。今後も女性・外国人の管理職への登用等、中核人材の登用
等を進めてまいりたいと考えております。

なお、多様性の確保に向けた測定可能な目標の設定、人材育成方針と社内環境整備方針の策定は、今後策定を検討いたします。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の運用は行っておらず、確定拠出年金制度（401k）を導入して運用しています。当社グループは「中立・客観的立場から豊富で
偏りのない金融情報を提供し、投資家主権の確立に貢献する」という経営理念のもと事業を営んでおりますが、当社従業員も含む全ての投資家
一人一人の的確な資産形成のため、今後も積極的に投資教育を推進し、啓蒙を図ってまいります。

【原則3-１情報開示の充実】

（ⅰ）当社は、「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つこと」「投資家にとって望ましい投
資信託を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つこと」を目的に、金融を中心とした情報社会に不可欠な企業グループとして成長していきたい
と考えております。

このような経営理念（会社の目指すところ）は、ホームページのトップメッセージほか、事業報告書の代表取締役挨拶などに記載しています。

https://www.morningstar.co.jp/company/about-us/message.html

https://www.morningstar.co.jp/company/ir/meeting/index.html

また、上記の目的のために、当社グループの信用力・ブランド力の向上を図るとともに、提供情報・商品を発展・拡充して、投資家・消費者のために
より有用な情報を提供すること、そのための情報提供チャネルを開拓していくことなどにより、事業運営を行なっていく所存です。そのための具体
的な施策を事業報告書に記載しております。また、株主総会開催日の経営近況報告会や毎四半期・通期の決算説明会では、

当社グループの事業内容、最近の経営状況、今後の戦略と施策などについて説明を行い、その動画をホームページに掲載しています。

https://www.morningstar.co.jp/company/ir/meeting/index.html https://www.morningstar.co.jp/company/ir/financial/briefing-seesion.html https:/

/www.morningstar.co.jp/company/ir/financial/statements.html

（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本方針はコーポレートガバナンス報告書に開示しています。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

【取締役報酬関係】に記載のとおりです。

（ⅳ）取締役・監査役の選解任候補者を選定するに当たっての方針・手続きについては、ルール等は定めておりませんが、当社の取締役・監査役
として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物で善管注意義務や忠実義務を適切に履行できるか等を吟味し、取締役会にお
いて慎重に検討のうえ決定を行います。なお、監査役については、監査役会の同意を得て指名しています。取締役・監査役の選解任候補者を選
定するに当たっての方針・手続き等は、今後策定していく予定です。

（ⅴ）当社は、2020 年 6 月開催の定時株主総会の株主総会招集通知から役員候補者について候補者とする理由を記載しております。

【補充原則３－１②上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲で英語での情報の開示・提供】

当社は、英語での情報開示・提供については、要望の程度や費用対効果等を勘案し、その都度、英訳を作成するかを検討のうえ作成し、希望す
る株主・投資家に提供しています。2022年4月からは、開示書類のうち必要とされる情報について、合理的な範囲で、英語で開示していきたいと考
えております。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲とその概要】

取締役会は、法令上定められている事項及び重要事項として定める事項に関する意思決定を行い、これらを除く事項については、経営環境の変
化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の決議による「組織規程」「取締役会規程」「執行役員規程」「業務分掌および職務権限規程」「稟議

規程」に、取締役会付事項、決裁基準を定めることにより、取締役会での決定範囲と各経営陣への委任の範囲を明確に定めております。

【補充原則４－１③ 最高経営責任者（CEO）等の後継者計画の策定・運用】

現在、現時点においては最高経営責任者等の後継に関する具体的な計画はありません。最高経営責任者等の後継者の選定については、代表取
締役社長が責任をもってこれにあたる事となっておりますが、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくように関与し
ていく予定です。

【補充原則４－２① 経営陣の報酬制度】

取締役の報酬については、現時点では、現金報酬のみ構成されております。現時点において、自社株報酬を付与する予定はありません。取締役
に対してストック・オプションを支給する場合は、その都度、取締役会で審議のうえ、決定いたしました。定常的な自社株報酬や、現金報酬と自社株
報酬との割合等については、今後の検討課題といたします。

【補充原則４－３③ 最高経営責任者等の解任】

当社は、ＣＥＯを解任するための手続は定めておりませんが、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監
査役の出席する取締役会において、客観性・適時性・透明性のある手続で、十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

当社の取締役７名中４名が独立社外取締役であります。2022年6月に開催の第25期定時株主総会で、社外取締役の構成割合を過半数とする取
締役選任議案を決議いたしました。

【補充原則４－８①社外役員の情報交換・認識共有】

当社の取締役７名のうち４名が独立社外取締役、監査役3名うち2名が独立社外監査役であります。取締役と監査役合計の役員10名中6名が独立
社外役員であり、構成割合は３分の２以上となります。

社外役員の情報交換・認識共有のための会合など実施し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。



【補充原則４－８③独立性を有する独立社外取締役を少なくとも３分の１以上選任】

2022年6月に開催の第25期定時株主総会で、社外取締役を過半数選任しております。

【原則４－９. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに独立性の判 断を行ない、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を

選定しております。当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準の策定は今後検討していきます。

【補充原則４－10 ① 任意の仕組みの活用】

当社は、監査役会設置会社であり、現在の取締役構成は総数7名のうち独立社外取締役は4名でありますが、取締役の指名・報酬など、特に重

要な事項の検討にあたっては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に諮り、慎重に審議検討の上、決議しております。2022年6月に
開催の第25期定時株主総会で、社外取締役を過半数選任いたしました。　指名 委員会・報酬委員会を設置は今後、独立社外取締役の意見を参

考に、検討したいと考えております。

【補充原則４－11 ①取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方】

当社の取締役会は、取締役７名で構成しており、当社及び当社グループの経営課題を審議する上で、適切な規模と考えております。また、その内
訳は、当社および当社グループの経営、事業に関する様々な経験と専門知識を有する代表取締役 1 名、金融に関する深い知識と実務経験およ

び社外の幅広い人脈を持っており、当社の経営に対する総合的な助言を得ることを目的として、当社が招聘した当社の親会社ＳＢＩホールディング
ス株式会社の代表取締役を兼務する取締役 1 名、モーニングスター・インクとの関係強化のために当社が招聘したモーニングスター・インクの役

員を兼務する取締役 1 名、幅広い経験と専門的な見識を持ち、かつ経営の経験、法律知識などを持ちあわせた独立社外取締役４名と知識・経験

・能力のバランス、多様性のある構成になっています。

【補充原則4-11-②取締役・監査役の兼務状況の開示】

当社は、「事業報告書」「株主総会召集ご通知」及び「有価証券報告書」において、取締役・監査役の他の上場会社との兼任状況を毎年開示してお
り、その兼任状況は当社の取締役・監査役としての職務の遂行に問題はないと判断しています。

【補充原則４－14 ② 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行 取締役・監査役のトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役のトレーニングの方針を定めておりませんが、取締役・監査役は、当社が実施するＥラーニングや所属する団体のセミナ
ー等を受講することや日々の業務の中の課題を解決していくことで、必要な情報・知識の習得や自己啓発等のトレーニングを積んでおります。当
該方針の策定・開示は、今後策定したいと考えております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は株主との対話に積極的でありたいと考えており、株主総会のすぐあとに経営近況報告会を開催し、株主にインターネットで中継しています。
また、毎四半期・通期の決算説明会の動画を同日中にホームページに掲載しております。また、株主からの電話・メールでの問合せには常時対応
しております。なお、株主との建設的な対話に関する方針は、今後策定したいと考えております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 37,185,200 41.46

ＭＯＲＮＩＮＧＳＴＡＲ， ＩＮＣ． 19,846,300 22.13

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,283,200 5.89

ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ 2,756,669 3.07

ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　１３４１０５ 2,143,700 2.39

鈴木智博 1,572,000 1.75

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,090,361 1.21

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 783,300 0.87

ＪＰモルガン証券株式会社 707,800 0.78

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ） 470,087 0.52

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 ＳＢＩホールディングス株式会社　（上場：東京）　（コード）　8473

補足説明

当社の親会社は、ＳＢＩホールディングス株式会社およびＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社であります。ＳＢＩグローバルアセットマネジメ
ント株式会社は、当社株式を２．資本構成(1)大株主の状況に記載のとおりの株式数・割合で保有する当社の親会社及び主要株主である筆頭株
主であります。また、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社は、ＳＢＩホールディングス株式会社の100％子会社であります。ＳＢＩホールディン
グス株式会社は、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社を通じて、当社の株式を間接保有し、当社を支配できる状況にあり、当社を連結し
ております。

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社はＳＢＩグループにおける資産運用サービス事業の中間持株会社であり、独自の事業を行なっており
ません。従って、当社に与える影響が最も大きい親会社はＳＢＩホールディングス株式会社であります。SBIホールディングス株式会社及び同社の
子会社、持分法適用関連会社から構成されるＳＢＩグループは、SBI証券や住信SBIネット銀行、SBI損保など、金融商品や関連するサービス・情報
の提供等を行う「金融サービス事業」のほか、国内外のＩＴ、バイオ、環境・エネルギー及び金融関連のベンチャー企業などへの投資等を行う「アセ
ットマネジメント事業」、医薬品・健康食品・化粧品等におけるグローバルな展開を行う「バイオ関連事業」を主要事業と位置づけ、事業を展開して
います。

当社グループは、「アセットマネジメント事業」の中核企業として事業を展開しております。当社グループはＳＢＩホールディングスグループの各社に
情報サービスやコンサルティングサービスを提供しております。また、ＳＢＩホールディングス株式会社から事務所の転貸借を受けております。また
、役員の兼務及び従業員の出向派遣や受け入れを行う関係にあります。当社グループは、親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社とその傘
下に擁する金融関連のグループ企業各社と緊密な関係を保つことで、相互のシナジー効果によって競争力の強化を図ることができ、効率的な経
営と事業展開を追求していくことができます。一方、当社グループとＳＢＩホールディングスグループとの関係について、ユーザーが当社グループの
提供する情報に関して客観性や中立性が欠如していると判断した場合、双方の関係について不適切な報道等があった場合などは、当社の評価
機関としてのイメージが低下することも考えられます。当社グループの営業基盤は、当社グループが行う各種の比較・評価の客観性と中立性にあ
ると考えております。したがって、ユーザーからの当社グループの信頼性が損なわれないように、ＳＢＩホールディングスグループとの協力関係を維
持しながら、客観的かつ公正な比較・評価情報が提供できるように、当社グループの独立性を最重要視していく方針です。内部監査・監査役監査
においても当社グループの独立性について、客観的及び実質的に問題ないかを監査重点項目としています。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社およびそのグループ企業に当社の情報サービスやコンサルティングサービスの提供などの
営業取引に加えて、役員の兼務及び従業員の出向派遣や受け入れ、業務の委託等の取引があります。当社グループは、親会社であるＳＢＩホー
ルディングス株式会社とそのグループ会社と取引を行う場合にも、客観的かつ公正な取引を行うことを方針としております。当社は、会社法に基づ
く内部統制システムに関する基本方針の一部として、親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場
価格によって行い、適正な取引を確保することを取締役会で決議しております。

当社は、「関連当事者取引管理規程」において、関連当事者取引の該当性確認を行い、関連当事者取引の決裁を一定条件未満のものと除き、取
締役会の承認を得るものとすること、取締役会等の関連当事者取引の可否の判断基準などを定めております。

新たに関連当事者に該当する者と売上取引を開始する場合には、各部門から新規取引申請書を管理部に提出し、その取引の合理性および取引
条件の妥当性等を確認のうえ、取締役会等で承認を得ます。また、新規の費用取引については、関連当事者取引であるか否かを管理部がチェッ
クし、関連当事者取引であれば、取締役会等で承認を得ます。

既存の継続中の関連当事者取引については、売上の都度、業務システムで部門長及び管理部長の承認を得ます。また、管理部において、取引
合計額の集計・管理を行なっています。

また、継続的な関連当事者取引は、1年間の実績と見込を取締役会へ報告、承認を受けることとしています。

内部監査・監査役監査においても支配株主等との取引等が、内部統制システムに関する基本方針に従って、取引条件が一般的な取引条件と同
様に決定しているかを監査重点項目としております。

上記により、ＳＢＩホールディングス株式会社およびそのグループ会社とは、事実上の制約を受けることなく、公正な取引が確保されているものと考
えております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社取締役のうち親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社の業務執行を行っているものは１名のみであり、当社取締役７名の半数に至る状
況にはなく、その 就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況であると考えております。また、更に経営の

独立性を高める観 点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が４名就任し、取締役会での審議に参加しております。

また、当社はＳＢＩホールディングス株式会社と、経営管理契約を締結し、連結決算に重要な影響を与える事項そのほか「報告する」経営管理を定
めていますが、「協議・相談する」との定めはありません。経営管理に関して、ＳＢＩホールディングス株式会社から指示を受けることはなく、協議・相
談することもありません。

一方、ＳＢＩホールディングス株式会社は、コーポレート・ガバナンス報告書のなかで、「上場子会社を有する当社におけるグループ経営に関する考
え方と、上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に対する考え」として、「少数株主の保護に向けては、当社グ
ループではそれぞれのグループ各社の経営の独立性を尊重し、アームズ・レングス・ルールに則って公正で合理的な取引を確保しています。例え
ば、当社グループでは各上場会社と経営管理契約を締結し、主に連結業績管理や他社との業務提携、投資有価証券（政策保有に係るもの）の取
得・処分に関する事項を含む適時開示事項などの報告のみを受ける体制を敷いています。このほか、同社子会社に対しては当社グループのレピ
ュテーションを毀損する恐れがある場合に、調査権を有する旨を定めていますが、当社としてはそれぞれの上場子会社の独立性を尊重し、経営管
理は委ねています。」と述べています。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大鶴基成 弁護士

ビリー・ ウェード・ ワイルダー 他の会社の出身者

山澤光太郎 他の会社の出身者

堀江明弘 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大鶴基成 ○

1980年4 月検事任官

2000年6 月東京地検特別捜査部副部長（

財政経済担当）

2001年4 月法務省刑事局公安課長、司法

試験委員

2002年8 月東京地検特別捜査部副部長（

特殊直告担当）

2005年4 月東京地検特別捜査部長

2007年1 月函館地検検事正

2008年1 月最高検検事（財政経済担当）

2010年3 月東京地検次席検事

2011年8 月最高検公判部長、検事退官、

弁護士登録

（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務
所所

属　客員弁護士（現任）

2012年7 月アウロラ債権回収㈱社外取締

役（現任）

2012年12月META Capital㈱社外取締役

2014年1 月一般社団法人日本野球機構　

調査委員長（現任）

2014年6 月イオンフィナンシャルサービス

㈱

社外取締役

2015年6 月当社 社外取締役（現任）

2017年3 月ＳＢＩインシュアランスグループ

㈱

社外監査役（現任）

大鶴基成氏は、検事、弁護士としての豊富な知
識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心

に当社の経営に対する監督や経営全般に係る
助言を受けることにより、コーポレート・ガバナ
ンスの一層の強化・充実を図ることができるも
のと判断し、2015年6月17日開催の当社第18期
定時株主総会において、社外取締役に選任さ
れました。

また大鶴基成氏は、当社（子会社を含む）、当
社の親会社、親会社の子会社においても現在
および過去において、業務執行者であったこと
はなく、また、当社と一切の取引関係、契約関
係はなく、独立・中立性の立場を保持している
ため、社外取締役、独立役員に選任いたしまし
た。

ビリー・ ウェード・ ワイルダー ○

1967年５月 米国陸軍入隊

1970年５月 Western Electric, Technician

1977年４月 Fujitsu Ltd., Contractor, Over

seasTechnical Publications

1979年11月 Hewlett Packard, Japan, Serv

iceSupport Engineer and Head of

Technical Publications

1986年４月 シュローダー証券会社 日本

株調査部長

1992年12月 フィデリティ投信株式会社 入

社

1995年９月 フィデリティ投信株式会社 代

表取締役社長

2004年７月 日興アセットマネジメント株式

会社 代表取締役社長

2014年１月 GIC証券株式会社（現GIキャ

ピタル・マネジメント株式会社）取締役

2014年９月 MATT.ER K.K., Senior Consult

ant &Chief Investment Officer（現任）

2016年４月 マネックスグループ株式会社

社外取締役

2016年４月 Prospect Co., Advisor

2019年６月 当社 社外取締役（現任）

ビリー・ウェード・ワイルダー氏は、約18年間の

国内の資産運用会社の経営経験があり、日本
の資産運用業について豊富な知識と経験を有

しています。 また、上場企業の社外取締役の

経験もあります。アセットマネジメント事業を中
心に当社の経営に対する監督や経営全般に係
る助言を受けることにより、コーポレート・ガバ
ナンスの一層の強化・充実を図ることができる
ものと判断し、社外取締役、独立役員に選任い
たしました。



山澤光太郎 ○

1980年４月 日本銀行　入行

1998年５月 同行大阪支店　営業課長

2000年７月 同行人事局　人事課長

2004年３月 同行函館支店長

2010年４月 (株)大阪証券取引所　取締役

常務執行役員

2013年１月 (株)日本取引所グループ　常

務執行役

2014年６月 (株)日本取引所グループ　専

務執行役

(株)大阪証券取引所　取締役専務執行役
員

2015年４月 (株)大阪取引所　取締役副社

長

2017年６月 イオンフィナンシャルサービス(

株)　社外監査役

2017年６月 (株)東京商品取引所　社外取

締役

2018年９月 ウイングアーク１ｓｔ(株)　社外

監査役

2019年６月 イオンフィナンシャルサービス(

株)

　社外取締役（現任）

2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ(株)　社外

取締役（現任）

2020年５月 HiJoJo Partners(株)　社外取

締役（現任）

2021年７月 (株)アグリメディア　常勤監査

役（現任）

2022年６月 当社 社外取締役（現任）

山澤光太郎氏は、日本銀行、大阪取引所で金
融や証券業務に関する豊かな経験と知識を培
っており、また、その経営者として深い見識を活
かして、アセットマネジメント事業を中心に当社
の経営に対する監督や経営全般に係る助言を
受けることにより、コンプラライアンスの一層の
強化・充実を図ることができるものと判断し、そ
のような役割を果たすことを期待して、社外取
締役、独立役員に選任いたしました。

堀江明弘 ○

1989年10月 太田昭和監査法人

（現EY新日本有限責任監査法人）　入所

1993年４月 公認会計士登録

2002年７月 税理士法人ブレイン総合会計

　代表社員

2006年12月 (株)パートナーズ・ホールディ

ングス　取締役

2008年４月 (株)グローバル・パートナーズ

・コンサルティ

ング　取締役（現任）

2016年６月 (株)ツクイスタッフ　社外監査

役

2018年６月 同社　社外取締役（監査等委

員）

2022年６月 当社 社外取締役（現任）

堀江明弘氏は、公認会計士、税理士として培っ
た会計・税務・監査についての豊富な知識と経
験を有しており、経理・管理業務を中心に当社
の経営に対する監督や経営全般に係る助言を
受けることにより、コーポレート・ガバナンスの
一層の強化・充実を図ることができるものと判
断し、そのような役割を果たすことを期待して、
社外取締役、独立役員に選任いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第２四半期・期末決算時に説明を受けております。
監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連
携をしています。

監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、定期的に状況報告、意見交換を行っております。監査役
と内部監査室は、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行に対する監視機
能を高めるために連携をしています。

また、内部監査室と会計監査人は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、定期的に状況報告、意見交換を行っております
。内部監査室と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要
な連携をしています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

長野　和郎 他の会社の出身者

小竹　正信 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

長野　和郎 ○

<略暦>

1975年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行

)入行

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現

㈱みずほ銀行)大手町営業第五部長

2004年4月 同行執行役員大手町営業第

五部長

2004年6月 同行執行役員営業第一七部

長

2005年4月 ㈱みずほフィナンシャルグル

ープ理事

2005年10月 ㈱みずほプライベートウェル

スマネジメント取締役副社長

2009年6月 日油㈱取締役兼執行役員

2011年6月 同社取締役兼常務執行役員

2016年6月 ㈱ニチレイ社外監査役

2016年6月 ㈱オーバル社外取締役（現任

）

2017年6月　当社社外監査役（現任）

長野 和郎氏は金融機関で培ってきた金融に対

する豊かな経験と知識を有しており、また、金
融機関や製造業における企業経営者として 豊

富な経験と見識を活かして、客観的・中立的観
点から当社の経営の監督に充分な役割を果た
していただけるものと判断したため,2017年６ 月

開催の当社第２０期定時株主総会において社
外監査役に選任されました。

また長野 和郎氏は、当社（子会社を含む）、当

社の親会社、親会社の子会社においても現在

および過去において、業務執行者であったこと
はなく、また、当社と一切の取引関係、契約関
係はなく、独立・中立性の立場を保持している
ため、社外監査役、独立役員に選任いたしまし
た。

小竹　正信 ○

<略暦>

1978年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行

)入行

1996年5月 同行資金部次長

1999年5月 同行飯田橋支店長

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現

㈱みずほ銀行)公共法人部部長

2004年4月 ㈱みずほ銀行京都支店長

2006年7月 六花亭製菓㈱常務取締役

2011年12月 ㈱ゆうちょ銀行本社営業部門

営業企画部担当部長

2012年4月 同行本社営業部門営業推進

部法人営業室長

2012年6月 同行本社営業部門営業推進

部法人営業室長兼東京エリア本部副本部
長（営業担当）

2014年4月 みずほローンエキスパーツ㈱

常勤監査役

2017年1月 みずほ銀行個人リテンション

推進部参事役

2017年6月　当社社外監査役（現任）

Ｓ Ｂ Ｉ ジャパンネクスト証券株式会社（現

　ジャパンネクスト証券株式会社）　社外
監査役（現任）

株式会社ニュートン・ファイナンシャル・コ
ンサルティング（現　㈱NFCホールディング
ス）　社外監査役（現任）

2017年８月ＳＢＩプライム証券㈱監査役（現
任）

小竹 正信氏は金融ビジネスの実務や金融商

品などについて幅広い知識と経験を有しており

、また、監査役としての経験も豊富であります。
その経験を通じて培ってきた見識を活かして、
当社の経営の監督に充分な役割を果たしてい

ただけるものと判断したため,2017年６月開催の
当社第２０期定時株主総会において社外監査
役に選任されました。

また小竹 正信氏は、当社（子会社を含む）、当

社の親会社、親会社の子会社においても現在

および過去において、業務執行者であったこと
はなく、また、当社と一切の取引関係、契約関
係はなく、独立・中立性の立場を保持している
ため、社外監査役、独立役員に選任いたしまし
た。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

記載すべき事項はありません。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役へのストック・オプションは、2018年６月30日に権利行使期間を終了し、当連結会計年度末においてはありません。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

記載すべき事項はありません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、取締役に支払った取締役としての報酬の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内にお

いて、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定する。

取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の
世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情、前年の報酬額、その他を考慮し、支給額を取締役ごとに定める。取締役全体の基本報酬の
年間総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、個人別の報酬等について代表取締役がこれを決定する。

取締役に賞与を支給する場合は、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘

案して、取締役会が各取締役の支給額を決定する。取締役の賞与の総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合

は、個人別の賞与について代表取締役がこれを決定する。なお、現在、非金銭報酬の支給の予定はなく、その方針は定めておりません。

取締役会は、取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断し

ております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役及び使用人は、モーニングスターグループに関する次の事項を知ったときは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員）に適時且つ
的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、社外役員よりモーニングスターグループに関する次の事項について説明を求められたと
きは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。

1) 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項

2) 経営に関する重要な事項

3) 内部監査に関連する重要な事項

4) 重大な法令・定款違反

当社は、社外役員の求めに応じて、取締役及び使用人をして社外役員と定期的に会合を持たせ、モーニングスターグループの経営上の課題及び
問題点の情報共有に努めるほか、社外役員と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。

当社は、社外監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、モーニングスターグループの監査の実効性を確保でき
る体制の整備に努めるものとする。

社外監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は
臨時の監査費用を含め、社外役員の職務の執行について生ずる費用については、社外役員の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関す
る処理を行うものとする。

当社は、社外役員から求めがあったときは、社外役員の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、社外役員と
協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した社外役員の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動
及び人事評価については、社外役員と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、企業経営の透明性と健全性を維持するために、経営責任と執行責任とを明確化し、経営全体の効率化と業務執行の迅速化を図るため
に、執行役員制度を導入しております。また、監査を強化することにより、経営と執行に対する監視機能を高めております。

当社の意思決定機関として、取締役会が、法令・定款に定める事項ほか会社経営の重要事項を決定いたします。取締役会には、社外取締役、社
外監査役が出席し、経営に対する監視機能を果たしております。

業務執行に関して、当社及び主要な子会社の常勤の取締役及び執行役員で構成する常勤役員定例会を毎月１回開催し、業務執行に係わる重要
事項を協議し、また、取締役及び執行役員間の意思疎通を図るとともに、業務執行を相互に監督しております。常勤役員定例会で協議した事項は
、重要事項については取締役会で決議し、その他の事項は、稟議規則の則り、承認したのち、代表取締役執行役員社長が直接ないし、執行役員
に指示して、業務執行をしております。

常勤役員定例会には、社外取締役、社外監査役が出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。当社の監査役は３名中２名が社外監
査役であり、社外監査役を含めた監査役は、代表取締役執行役員社長からは、四半期に一度、取締役執行役員管理部長からは、毎月、経営状
況に関する説明を受け、必要に応じた質疑を行なっています。 社外監査役は四半期に一度、自ら証憑・資料等のチェックを行っており、また、常勤

監査役（非社外監査役）から、毎月、監査の状況について説明を受け、協議しております。また、当社は、代表取締役直属の部署として内部監査
室を設置しており、当社各事業部及び子会社に業務が内部統制下において、関係法令、定款及び社内規程に従い、適正に業務されているかを監
査しております。

会計監査につきましては、会計監査人とは決算時期・四半期決算時期のみならず、幅広い期間にわたって、状況報告、意見交換の機会を設けて
おります。なお、2022 年３月期における会計監査体制は以下のとおりであります。

公認会計士の氏名等指定社員業務執行社員 松本　繁彦　 木村　尚子所属する監査法人 有限責任監査法人トーマツ取締役及び執行役員は、

取締役会の決議により指名され、取締役は株主総会の承認を経て、就任しております。

取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の枠内で決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、組織形態として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会は、重要事項の決定や業務執行状

況の監督を行い、一般株主と利益相反が生じるおそれのなく、当社が定める独立性の基準を満たす独立社外取締役を選任し、経営の妥当性の

監督強化を行います。一方、監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査しております。また、常勤監査役を中心

に監査役や監査役会と社外取締役、会計監査人等との連携を適切に確保しております。

当社は、執行役員（常勤の取締役）１名、執行役員4名、子会社取締役7名、単体従業員62名、連結従業員117名（2022年6月23日現在）に対し

、常勤監査役１名を配置しており、日常の業務全般をも充分に監査できる体制となっております。また、社外取締役を4名、社外監査役を2名選任し

ており、社外からに経営の監督・監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。

内部監査は当社内部監査室長１名と子会社の内部監査担当により行われておりますが、上記人員規模を勘案すれば、充分に内部監査が実施で

きる体制となっていると考えております。

このように、当社の人員規模と現状に照らして、このようなコーポレート・ガバナンス体制を採用するのが、最も適切であり、有効に機能しているも

のと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主総会の開催日時に関わらず、毎年5月の最終営業日に株主総会招集通知
発送しております。

2022年６月23日開催の株主総会の招集通知を5月31日に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使
2020年6月開催の定時株主総会からインターネットによる議決権行使を実施いたしました
。当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただくことで、議案に対する賛否を
入力することが可能となっております。

その他

インターネットによる中継

2020年6月開催の定時株主総会からインターネットにより定時株主総会を株主に中継し、
参加型の株主総会を実施しております。また、株主総会後に「経営近況報告会」を実施し
ており、「経営近況報告会」もインターネットにより株主に中継して、幅広く会社についての
質問を受け付け、株主との対話を図っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 定時株主総会終了後、株主に経営近況報告会を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算ごとに、アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催してお

ります。四半期決算説明会の動画及び資料を当社のホームページに掲載して

おります。

あり

IR資料のホームページ掲載
四半期決算説明会の動画及び資料を当社のホームページに掲載しておりま

す。また、定時株主総会終了後の経営近況報告会の動画及び資料を当社の

ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総合企画部と管理部が担当しております。

その他
早期の決算発表に努め、四半期決算については、17～18営業日に発表するこ
とにしております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の親会社であるＳＢＩホールディングスの「SBIグループ・コンプライアンス行動規範」を
当社のグループ・コンプライアンス行動規範とし、その遵守を取締役会で決議しております
。

この行動規範は、以下の６つの行動規範で構成されており、ステークホルダーの立場の尊
重についても規定しております。

１．顧客の信頼を得るための行動規範

２．株主等の信頼を得るための行動規範

３．社会に対する行動規範

４．よりよい企業風土をつくるための行動規範

５．組織の一員としての行動規範

６．経営者としての行動規範

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

サステナビリティについての取組み、および、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社
の事業活動や収益等に与える影響について

当社グループは、気候変動への対応は、社会インフラとしての役割を担う金融関連事業を
業とする当社にとって、取り組むべき最重要課題として認識しております。

当社グループは、温室効果ガスの排出など気候変動に直接影響するサービス・事業は行
っておりませんが、投資信託の運用を通じて気候変動リスク低減等の取り組みを支援して
おります。

当社グループは、投資信託の運営により、気候変動に係るリスクなどに重要な役割を果た
す企業に投資家からの資金調達の機会を提供し、その活動を支援しております。また、投
資家の皆さまに、運用する投資信託への投資を通じて、気候変動リスク低減等への参加
の機会を提供しております。

子会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、地球温暖化対策として温室効果ガス削減を
目指す国際的な枠組みであるパリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践し、貢献する企
業で構成される株価指数である「S&P500パリ協定準拠気候指数」に連動するように、同指
数を構成する企業の株式などに投資する『SBIパリ協定ネット・ゼロ　インデックス・ファンド』
を開発し、提供を開始いたしました。

また、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、環境問題や人権問題などの世界的な社会課
題の改善のために重視すべき「ESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Gov
ernance））」の観点から優れた企業の株式などに投資する『SBIグローバルESGバランス・フ
ァンド』や、性別による差別や不平等をなくすべく「ジェンダーの平等」の達成に優れた企業
の株式などに投資する『SBIジェンダー・フリー インデックス・ファンド』を運用することにより

、このような「サステナビリティ」に優れた企業に投資家からの資金調達の機会を提供し、そ
の活動を支援しております。

地域金融機関に私募の投資信託を提供するＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式
会社およびＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社は、機関投資家向け債券運用商品
として独自にグリーン・ボンド運用の開発に着手し、債券ファンド単体での商品組成ならび
に他のアセットクラスを組み合わせたESGファンドを組成運用する事により、地域金融機関
のESG関連投資に貢献してまいりたいと考えております。

また、米国モーニングスターインク・グループのESG評価機関でありオランダに本社を置く
サステナリティクスのデータを活用したESGファンドの組成についても今後展開してまいりた
いと考えております。

また、これらの投資信託の良好な運用実績を上げることで、投資家の皆さまに気候変動リ
スク低減等への参加の果実を分配し、投資資金の拡大に努めることにより、当社グループ
の収益の増大を目指したいと考えております。

また、当社グループは、児童の自立を支援し、産業界に児童福祉の啓発を行うことを通じ
て、児童福祉の充実及び向上に寄与することを目的に設立された財団法人 SBI子ども希

望財団の活動を支援しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーに対しての情報開示につきましては、方針等の策定はしていないものの
、総合企画部及び管理部を中心に、迅速かつ正確な情報開示を行う体制を構築しておりま
す。

四半期ごとに決算発表や説明会を開催し、かつ自社ホームページを通じて動画配信も行っ
ております。

また、自社ホームページを通じたリリース情報の速やかな開示を通じて、ステークホルダー
とのタイムリーなコミュニケーションを推進しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（内部統制システムに関する基本方針）

１．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するためには、内部統制システムに関する基本
方針を決め、業務の適正を確保するための体制を整備して、業務執行を行なうことが重要だと認識しております。

当社が取締役会において定めている内部統制システムに関する基本方針の内容は以下のとおりです。

（最終改定　2015年５月19日）

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとす
る。

2 当社は、取締役会及び原則月１回開催する常勤役員定例会（当社及び子会社の常勤取締役及び常勤監査役で構成する。以下、定例会）にお

いて、取締役間の意思疎通を図るとともに代表取締役の業務執行を監督し、また、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。

3 当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。

また、取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業
務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について
、改善に向けた提言やフォローアップを実施する。

監査の実施に際しては、社員のほか必要に応じて外部専門家等の助力を得て行なうものとする。

同部門は、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、代表取締役に提出する。同部門は、内部監査結果報
告書を代表取締役に提出した後、遅滞なくその内容を監査役に説明する。

内部監査結果報告書の内容は、内部監査計画で定める月の取締役会に、および必要に応じて、代表取締役が取締役会に報告する。

4 当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを

可能とするために、内部監査室及び常勤監査役など内部通報規程に定める通報先に直接通報を行なうための情報システムを整備するものとする
。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書または電磁的記録（以下「文書等」という）に記載
又は記録して保存し、管理するものとする。

2 文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1 当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締

役会が定めるリスク管理規程に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、管理部門を管掌する部門長及びシ
ステム部門を管掌する部門長をして、これを補佐させるものとする。

2 当社は、経営危機が顕在化した場合には、リスク管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該経営危機に関

する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員、管理部門を管掌する部門長及びシステム部門を管掌する部門長等の必要な役職員に共有され
る体制を整備し、当該経営危機に対処するものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

1 当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。

2 当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。

3 当社は、取締役会及び定例会において、各部門において生じる問題の解決を適時且つ適切に行なうとともに、問題解決から得られるノウハウを

取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1 当社は、当社及び子会社から成る企業集団（以下「モーニングスターグループ」という）における業務の適正の確保のため、取締役会が定める関

係会社管理規程等に従い、各社の経営の自主性を尊重しつつ、モーニングスターグループに属する会社の取締役、使用人、及びその他企業集団
の業務に関わる者（以下「モーニングスターグループ役職員等」という）から、その職務執行にかかる事項についての報告を受け、必要かつ合理的
な範囲で、調査を行なうことができるものとする。

2 当社は、モーニングスターグループ役職員等が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を当社の内部監査室及び常

勤監査役など内部通報規程に定める通報先に対して直接報告するための内部通報制度を整備するものとする。また、当社は、内部通報制度を利
用した通報者に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行なわないものとする。

3 当社は、モーニングスターグループ役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会が定めるコンプライアンス

規程等に従い、コンプライアンス担当役員が、モーニングスターグループに属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、モーニングスターグル
ープ全体のコンプライアンス上の課題・問題の把握、情報の交換を行なうための会議を設置し、モーニングスターグループに属する会社から開催
の請求があったときは、速やかに当該会議を開催するものとする

4 当社は、取締役会が定める内部監査規程に従い、モーニングスターグループに属する会社の法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用

などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォロー
アップを実施するため、内部監査部門が当該会社に対する監査を行なうものとする。

監査の結果は(1)1に定めるとおり、内部監査結果報告書に記載され、報告される。

5 取締役は、モーニングスターグループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発

見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。

6 当社は、モーニングスターグループにおける損失の危険の管理のため、取締役会が定める関係会社管理規程及びリスク管理規程等に従い、モ

ーニングスターグループに属する会社の損失の危険に関する状況の報告を、モーニングスターグループに属する会社のリスク管理担当者等を通
じて定期的及び適時に受けるものとする。また、必要に応じ、当社のリスク管理担当役員及びリスク管理部門が、当該リスク管理担当者と協議し、
損失の発生に対して備えるものとする。

7 当社は、モーニングスターグループ役職員等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、モーニングスターグループに属する会社

に対し、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。また、必要に応じ当社は、適切且つ迅速な意
思決定を可能とする情報システムを提供するものとする。

8 親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場価格によって行ない、適正な取引を確保する。



(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性及び監

査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のう
え定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評
価については、監査役と事前に協議を行ない、その意見を尊重するものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

1 取締役及び使用人は、モーニングスターグループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。また、取締

役及び使用人は、監査役よりモーニングスターグループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行なうものと
し、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。

1) 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項

2) 経営に関する重要な事項

3) 内部監査に関連する重要な事項

4) 重大な法令・定款違反

5) その他取締役及び使用人が重要と判断する事項

2 モーニングスターグループ役職員等からの内部通報の状況及びその内容については、当社の監査役に報告する。また、モーニングスターグル

ープ役職員等の職務執行にかかる事項について監査役に報告したモーニングスターグループ役職員等又は子会社の監査役に対して、解雇その
他いかなる不利な取扱いを行なわないものとする。

(8) その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

1 当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、モーニングスターグループの経営上の課題及び問

題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。

2 当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、モーニングスターグループの監査の実効性を確保できる

体制の整備に努めるものとする。

3 監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨

時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理
を行なうものとする。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構
築し、その整備、運用、評価を継続的に行なうとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

モーニングスターグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排
除に取り組む対応部署を設置し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との情報交換を行なうなど、連携強化に向けた社
内体制の整備を推進するものとする。また、モーニングスターグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断
する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアル
を配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。

2.　業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1 コンプライアンスに関する取組み

当社は、取締役会で、倫理規範としてコンプライアンス行動規範を制定し、当社のコンプライアンスの基本的姿勢を明確にするとともに、コンプライ
アンス規程を制定し、顧客、株主や社会からの信頼を高め経営の健全性を確保するために、コンプライアンス（法令遵守）に関する当社の基本事
項を定めております。さらに、コンプライアンス・マニュアルを策定し、役職員の法令遵守のための具体的な行動内容を明確にしております。

「コンプライアンス行動規範」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」は、社内イントラネットと全社共有サーバに掲載し、役職員
が常時確認可能な状況とし、役職員への周知徹底を図っております。

また、全役職員は、コンプライアンス行動規範やコンプライアンス規程の内容を理解して企業倫理を遵守する旨の宣誓書に署名して提出しており
ます。

コンプライアンス担当役員は、年２回コンプライアンス・セルフアセスメントを実施し、コンプライアンスの状況をコンプライアンス・セルフアセスメント・
リストに取り纏め、代表取締役及び常勤監査役に提出しております。コンプライアンス担当役員は、役職員のコンプライアンス意識の向上などに取
り組むコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施しております。

コンプライアンス・プログラムの一環として、全役職員に対してコンプライアンス関連の教育研修を実施しております。

2 取締役の職務執行に係る適正性、効率性の確保及び情報の保存・管理に関する取組み

当社は、企業経営の透明性と健全性を維持するために、経営責任と執行責任とを明確化し、経営全体の効率化と業務執行の迅速化を図るため
に、執行役員制度を導入しております。また、監査を強化することにより、経営と執行に対する監視機能を高めております。

当社の意思決定機関として、取締役会が、法令・定款に定める事項ほか会社経営の重要事項を決定いたします。取締役会には、社外取締役、社
外監査役が出席し、経営に対する監視機能を果たしております。2022年3月期は、取締役会を13回開催しております。

業務執行に関して、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員で構成する常勤役員定例会を毎月１回開催し、業務執行に係わる重要事項を
協議し、また、取締役及び執行役員間の意思疎通を図るとともに、業務執行を相互に監督しております。常勤役員定例会で協議した事項は、重要
事項については取締役会で決議し、その他の事項は、稟議規程に則り、稟議承認したのち、代表取締役社長が直接ないし、執行役員に指示して
、業務執行をしております。

常勤役員定例会には、社外取締役、社外監査役が出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。

当社は、取締役会の決議により営業・制作・管理等各部門のいずれからも独立した組織である内部監査室を設置し、内部監査を実施しております
。内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などの内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価し、その結果及び改善
に向けた提案を内部監査結果報告書に取り纏め、代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は、監査の結果抽出された課題につい
て、必要に応じて営業・制作・管理等に改善の指示を行ない、内部監査室は、各部門の改善活動のフォローアップを実施しております。

(2) 取締役の職務執行に係る効率性の確保及び情報の保存・管理に関する取組み

取締役会、常勤役員定例会の議事録、会議資料は、取締役会規則、常勤役員定例会規則及び文書保存管理規則に基づき、適切な保存・管理を
行なっております。

取締役の稟議による承認は、稟議規程に基づいた稟議システムを構築しており、職務権限規程に基づいて、当該システムで承認を行ない、取締
役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保しております。当該システムで、取締役の職務の執行に係る稟議書を保存・管理しております。

また、売上・仕入などの取引については、販売管理規定、債権管理規程、購買管理規程、稟議規程などに基づいた業務システムを構築しており、



取締役は当該システムで職務権限規程に基づいて、売上・仕入などの取引の承認と業務処理を行ない、取締役の職務の執行が効率的に行なわ
れることを確保しております。当該システムで、販売・購買取引、債権・債務などの記録を保存・管理しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役会でリスク管理規程を制定し、また、グループリスク管理規程を制定いたしております。当社のみならず、当社グループに重大な影響を与え
る問題が発生した場合、あるいはその可能性が生じた場合の対応体制を明確にするため、リスク管理実施細則を制定し、リスクの種類別に管理
手法・対応手続を定めております。

リスク担当役員は、当社および子会社について外部環境、業務プロセス、内部環境などに係るリスクカテゴリーごとにリスク情報を収集・分析する
リスクアセスメントを年２回実施しております。リスクアセスメントは、リスク管理実施細則に定めているとおりにリスクが識別・評価し、リスクレポート
に取り纏め、代表取締役社長、常勤監査役に報告し、必要に応じて対策を検討しております。

(4) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社の代表取締役社長、取締役管理部長ほか取締役は、子会社の取締役・監査役を兼務しており、子会社の取締役会に出席し、経営上の重要
事項について、子会社取締役と協議し、その決定に参加しております。

当社は、当社及び子会社から成る企業集団（以下「モーニングスターグループ」という）の経営管理会社として、財務の健全性ならびに業務の適切
性の確保のため、各社の状況及び業態に応じて、リスク管理・コンプライアンス等の内部統制に関する指導・監督を行なうことを関係会社管理規
程で定め、子会社とその旨の経営管理契約を締結しております。

当社は、関係会社管理規程及び子会社との経営管理契約に基づき、月次決算、財務状況、コンプライアンス状況・コンプライアンス・プログラム進
捗、リスクの状況、子会社間取引などの報告を子会社から受けております。

当社の内部監査室は、子会社への内部監査を実施しており、または子会社自身が実施した内部監査結果の報告を受けております。

当社は、モーニングスターグループ全体の内部通報制度を、グループを代表して運営しております。

(5) 監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役会は監査役３名により構成され、各監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監視機能を果たしており
ます。2022年３月期は監査役会を13回開催しております。

また、各監査役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通
を図る目的で毎月１回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。監査役監査の
手続は、その概要を監査役監査基準および内部統制システムに係る監査の実施基準で定めております。より詳細な手続は、常勤監査役が検討・
作成し、監査役会の承認により決定しております。なお、監査役会は、常勤監査役が行なう日常の監査手続のほか、四半期に一度、社外監査役
を含めた監査役４名で証憑・帳簿等の検証手続を行なっております。

監査役会は、社外監査役を含めて、四半期決算月には、代表取締役社長から、経営状況の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損
益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行なっております。

また、管理部は、監査役の求めに応じ、即時に証憑・記録の提示、説明等を行なっております。

内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、そ
の内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、
意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況をについて認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしておりま
す。

監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第２四半期・期末決算時に説明を受けております。

監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連
携をしております。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、経理規程を制定し、基本的な会計方針は、経理規程に定められております。

売上・仕入などの取引について、経理帳簿に計上されるまでの業務処理の重要なプロセスで、発生する可能性のあるリスク・不正・誤謬とそれを防
止する内部統制行為をＲＣＭ（リスク・コントロール・マトリクス）表で明確にし、業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。業務担当
者に当該内部統制行為の一環として、取引の証拠となる証憑等を収集し、職務権限規程に基づく必要な承認を稟議システム及び業務システムで
得ております。

内部監査室は、売上・仕入などの取引について、定められた内部統制行為が実施されているかを、毎月、サンプル検証しております。

社内情報システムについては、情報システム管理規程に基づき、システム開発管理、システム運用管理、データ管理、問題管理、外部委託管理、
ネットワーク管理、ハードウェア管理、ソフトウェア管理、セキュリティ管理、ウイルス対策、リカバリー計画策定についてガイドラインを作成し、各々
実施すべき統制項目を定め、情報処理業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。その記録を、年１回、内部監査室が検証し、各ガ
イドラインへの準拠を確認しております。

決算については、決算・財務報告プロセス体制、個別決算・連結決算体制、開示体制について、内部統制目標、達成すべきポイントを決算・財務
報告プロセス体制整備チェックリストに取り纏め、管理部（経理部門）が体制を整備・確認しております。当該決算・財務報告プロセス体制整備チェ
ックリストは、内部監査室が検証しております。決算手続については、勘定科目別のリスク、リスクに対応して実施すべき決算手続を勘定科目別決
算手続書に取り纏め、それに基づく勘定科目別決算手続チェックリストを作成しております。管理部は勘定科目別決算手続チェックリストで、決算
手続きを確認し、その記録を、通期決算時に、内部監査室が検証しております。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

モーニングスターグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排
除に取り組む対応部署を設置し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との情報交換を行なうなど、連携強化に向けた社
内体制の整備を推進するものとする。また、モーニングスターグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断
する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアル
を配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。

上記に基づき、当社は、投資家の皆様の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するために、下記の通り「反社会的勢力に対する基本方
針」を定め、この方針に従った対応を徹底します。

記

1. 反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。

2. 反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全確保に努めます。

3. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図ります。

4. 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。

5. いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。

6. 反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。

ｂ　反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a) 社内体制の整備状況

反社会的勢力に対する対応を、反社会的勢力に関する管理規程および反社会的勢力対応マニュアルに定めています。

反社会的勢力への対応を管轄する部署を管理部、責任者を取締役管理部長としています。取締役管理部長を不当要求防止責任者として、警察
に届け出、管理部では、積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談できる体制を構築しています。

また、取締役管理部長および管理部部員は、警察・暴力追放運動推進センターの開催する説明会に積極的に参加しています。

(b) 反社会的勢力チェックの方法

管理部は、反社会的勢力との取引を未然に防止するため、関連部署と連携の上、取引先等について適切な事前審査を実施し、反社会的勢力と
の関係遮断に取り組んでいます。

イ　取引先について

ⅰ）対象者

全ての取引先（再委託先含む）を対象としています。

ただし、販売先のうち、株式新聞ウェブの申込者、購入先のうち少額（10万円未満）の物品購入先などは対象から除いています。

ⅱ）手続き

担当部署は、新規取引先と取引関係を開始する場合、新規取引先等の情報を「新規取引申請書」に記載し、管理部に審査の依頼をいたします。

「新規取引申請書」には、反社会的勢力チェックを設けており、管理部は、新規取引先等の情報についてデータベース照合やＳＢＩグループで共有
している「ＳＢＩグループ反社会的勢力データベース」で反社会的勢力の該当性を確認し、担当部署に対して結果を通知いたします。

担当部署は、新規取引先等が反社会的勢力ではないことが明らかになった場合には、契約の締結等の手続きを進め、反社会的勢力と判明した
場合には直ちに契約の締結等の中止に向け対応いたします。

また、取引開始時に「反社会的勢力ではないことの表明及び確約書」「反社会的勢力排除に関する覚書」などを必ず取り交わしています。

また、継続取引先についても定期的にデータベースを確認し、反社会的勢力の該当性を確認しています。

ロ　役職員について

ⅰ）役員選任について

役員選任時に反社会的勢力チェックを行なうこととしています。これまでの役員登用者は、社内からの登用、ＳＢＩホールディングの役員、モーニン
グスター・インクの役職員、主要取引銀行の元職員、大手法律事務所所属弁護士、大手監査法人所属公認会計士など、身元が明らかに問題ない
者であったこと、知古の人物であることも多かったため、役員候補者が反社会的勢力だったことはありません。

ⅱ）職員採用について

当社の職員採用は、新卒採用は、これまでＳＢＩグループとしての総合採用者のなかから、当社配属者と決定しており、反社会的勢力チェックは、Ｓ
ＢＩホールディング株式会社の人事部で実施しています。

また、中途採用を行う場合には、大手人材紹介会社に依頼し、候補者を紹介してもらっています。そのため、反社会的勢力チェックは、委嘱先の人
材紹介会社が実施しています。

なお、今後は、新卒採用についても、大手人材紹介会社に依頼して、行なっていきたいと考えておりますが、その際の反社会的勢力チェックは、委
嘱先の人材紹介会社が実施することになると思います。

ハ　株主について

当社の株式は東京証券取引所に上場され、流通しています。

そのため、反社会的勢力が証券市場で当社株式を取得する可能性がありますが、当社独自に株式取得を排除することは困難ですが、年2回、株
主名簿作成の際に、信託銀行から提出される特殊株主名簿に、反社会的勢力の記載がないかを確認しています。

総株主の議決権の100分の1以上を保有する新規株主については、信託銀行に問い合わせています。

反社会的勢力が、当社株式の保有を理由に、当社に接触してきた場合には、警察、法律事務所などの協力を得て、関与を排除するための方策を
とります。

　

(d) 外部の専門機関との連携状況

当社役職員は、反社会的勢力と疑わしき相手から接触があった場合または不当要求がなされた場合、速やかに反社会的勢力対応部署である管
理部へ報告することとしています。

経営陣の適切な指示・関与のもと、対応を行うため、上記報告を受けた管理部は速やかに経営陣に報告するとともに、データベース照合等必要な
対応を行います。

管理部は、関連部署と連携のうえ、積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推
進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行います。特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く、緊急を要する場合には直ちに
警察に通報することとしています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要（模式図）】

当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づく情報の適時開示を適切に実施し、経営の透明性、公正性
の確保のために充実した開示を行なうことを基本方針としています。

この基本方針に基づき、2000年6月の大阪証券取引所ナスダックジャパン上場以来、適切に適時開示を実施してきました。

今後も、すべての経営情報が、代表取締役、適時開示責任者、取締役会に正確にかつ迅速に伝達される組織を維持し、これにより、開示すべき
情報をタイムリーに収集しうる体制が保持していきたいと考えています。また、株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会を確保するため、
EDINETや東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス等での情報開示のほか、当社ウェブサイトでの情報掲載等も実施しています。

ｂ　適時開示担当組織（担当部署及び人員数等）の状況

　　適時開示責任者：常務執行役員管理部長

担当部署名：管理部　部長以下４名

ｃ　適時開示手続き

(a）決定事実に関する情報

決定事実に関する情報は、当該決定事実を管轄する執行役員から代表取締役および適時開示責任者へ報告が行われます。適時開示責任者は
適時開示の対象となる重要事実の有無を検討したうえで、当該決定事実を管轄する執行役員と適時開示資料を作成し、代表取締役と適時開示
資料、適時開示時期を検討し、必要に応じて取締役会の承認を得て、管理部へ開示の指示を行います。管理部は適時開示責任者からの指示に
基づき開示を行います。

(b）発生事実に関する情報

発生事実に関する情報は、当該発生事実が発生した部署を管轄する執行役員から代表取締役および適時開示責任者へ報告が行われます。適
時開示責任者は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討したうえで、当該発生事実に対応する執行役員と適時開示資料を作成し、代表取
締役と適時開示資料、適時開示時期を検討し、必要に応じて取締役会の承認を得て、管理部へ開示の指示を行います。管理部は適時開示責任
者からの指示に基づき開示を行います。

(c）決算に関する情報

決算開示資料（決算短信・四半期決算短信）は管理部が、決算説明資料を総合企画部が作成し、代表取締役および適時開示責任者へ提出をい
たします。適時開示責任者は、代表取締役と決算開示資料、決算説明資料および情報開示時期を検討し、取締役会の承認を得て、管理部へ開
示の支持を行います。管理部では情報管理責任者からの指示に基づき開示を行います。

決算開示資料の開示後、総合企画部が中心となって、決算説明会を開催します。決算説明会では、代表取締役と適時開示責任者が決算内容等
の説明を行い、その動画は決算資料とともに、決算発表日の当日に、当社ウェブサイトに掲載しています。

なお、（a）（b）（c）のいずれの適時開示も、開示後、自社のホームページへ適時開示資料を掲載していますが、ＩＴ推進部が担当しています。

ｄ　適時開示資料等の管理状況

当社では、上場後の会社情報に関する適時開示資料等の公表において、適時開示情報閲覧サービス（TDnet）または電子開示システム（EDINET

）に開示手続は管理部が行ないます。開示資料が掲載されたことを管理部が確認することとしています。

自社のホームページへの開示資料の掲載は、適時開示情報閲覧サービス（TDnet）への登録に関する東京証券取引所上場部の了解後に、管理

部からＩＴ推進部の担当者に適時開示資料を渡します。

ＩＴ推進部の担当者は限定されており、かつ、適時開示まで、適時開示資料を保管している時間はあまりありません。

ＩＴ推進部の担当者は、ＩＴ推進部のオペレーションマニュアルに従い、まずはテスト環境に掲載ページを制作し、社内チェックを経て、適時開 示後

に当社ウェブサイトの本番環境に掲載します。そのため、適時開示前に外部者が閲覧することができない仕組みとなっています。




